
茨城県知事 大井川　和彦　　　　

　フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律３０条第２項の規定により、

下記のとおり登録の更新を行ったことを通知します。

環 対 第 1 1 0 2 号

令 和 ７ 年 １ 月２ ８日

東京都江戸川区南葛西六丁目13番12号　第3ﾊﾟｰｸﾒｿﾞﾝ202 

株式会社九十九商店 

代表取締役　中野　克久　　様

第一種フロン類充塡回収業者更新登録通知書

記

１　登録番号 茨　第　１２８１４　号

２　登録年月日 令和　７年　２月２５日

３　有効期間満了年月日 令和１２年　２月２４日
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